
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 春 入 学  

一 般 入 学 試 験 （ C 日 程 ・ 2 月 1 7 日 分 ）  

 

試験科目：憲法  

 

1 .  出題 趣旨  

【第 １問 】  

憲 法 の 重 要 判 例 の 正 確 な 理 解 を 基 に し て 、 類 似 事 例 に つ い

て 、 共 通 点 と 相 違 点 に 留 意 し つ つ 、 考 察 で き る か ど う か を 問

う 問 題 で あ る 。 設 問 １ で 、 参 照 す べ き 最 高 裁 判 例 を 挙 げ 、 判

例 の 基 礎 知 識 を 示 す こ と 、 設 問 ２ で 類 似 事 案 に つ い て 検 討 す

るこ とを 求 めて いる 。  

 本 問は 、 寺西 判事 補事 件 （最 大決 平 成 1 0 年 1 2 月 1 日 ） を

素 材 と し た 。 設 問 ２ は 、 本 問 Ｙ の 行 為 が 「 積 極 的 に 政 治 運 動

を す る こ と 」 に 該 当 し な い と い う 主 張 の 仕 方 を す る よ う 指 定

し て い る 。 判 例 の 事 実 と 本 問 事 実 と の 違 い を 指 摘 し た 上 で 、

説得 力の あ る記 述が でき る かど うか がポ イ ント とな る。  

 判 例 に よ れ ば 、 法 の 目 的 は 、 裁 判 官 の 独 立 及 び 中 立 公 正 を

確保 し、裁判 に 対 する 国民 の 信頼 の維 持す る こと など にあ る。

こ れ を 前 提 に 、 Ｙ を 懲 戒 す べ き で な い と 言 う た め に は 、 Ｙ が

裁 判 官 を 名 乗 っ て い な い こ と を 指 摘 し つ つ 、 本 問 Ｙ の 行 為 が

裁 判 官 の 政 治 的 中 立 性 等 を 損 な う も の で は な い と い っ た 主 張

をす るこ と にな るだ ろう 。  

な お 、 裁 判 所 法 に よ る 積 極 的 な 政 治 運 動 の 禁 止 自 体 を 違 憲

と 主 張 す る こ と は 、 そ れ 自 体 誤 り で は な い が 、 設 問 に 答 え て

いる とは 言 えな い。  

【第 ２問 】  

 統 治分 野 の基 礎知 識を 問 う問 題で ある 。  

 

（以 下、 第 １問 につ いて ）  

2 .  採点 実感  

制 限 の 捉 え 方 が 不 自 然 で 、 懲 戒 の 申 し 立 て 自 体 が Ｙ の 権 利

の「 制限 」に 当 た ると する 答 案が 目立 った 。（ 申 し 立て に応 じ

て）「 懲 戒す るこ とは 不当 な 制限 とな るか ら 、懲 戒 すべ きで な

い」 と す る のが 自然 だろ う 。  

3 .  学習 方法  

法 曹 を 目 指 す 人 は 判 例 学 習 を お ろ そ か に す べ き で は な い 。

判 例 は 、 判 決 等 の 論 理 だ け で な く 、 事 実 の 概 要 を 踏 ま え て 分

析、 理解 、 暗記 する 必要 が ある 。  

 


